（別紙４）

神戸市生活困窮者自立相談支援事業労働者派遣契約に関するＱ＆Ａ

派遣職員について
Ｑ　支援業務を行う派遣職員について、提案書に記載することとなるのですか。

Ａ　現時点で支援業務を行う派遣職員個人を決めることができれば、その人について具体的に記載してください。なお、現時点で個人が確定できない場合であっても、想定するスタッフの資格・能力などについて、出来る限り詳細に記載してください。

　　なお、事業所選定後、個人が確定した場合は、速やかに資料を提出してください。
Ｑ　短時間勤務職員を配置することとしているが、具体的に勤務日や勤務時間帯は決まっているのですか。

Ａ　週4日×フルタイムまたは週5日×6時間/日等、勤務先と相談の上決定してください。
神戸市の体制について

Ｑ　この事業の神戸市の体制はどうなっていますか。

Ａ　本事業は、福祉局くらし支援課（以下、「市」という。）と各区保健福祉部生活支援課・北神区役所保健福祉課･北須磨支所保健福祉課（以下、「区」という。）が連携して実施します。

	市
	・事業の契約に関する事務（契約料の支払いを含む）

・実施要領など制度の運営にかかる事務　など

	区
	・業務の実務に関する事務

・派遣職員への指揮・命令　　など


支援者数について
Ｑ　自立相談支援事業の支援者数はどの程度ですか。
Ａ　令和６年度神戸市全体における新規相談受付は、約250件/月、延べ相談件数は約2,700件/月です。来所等による相談と電話による相談が同数程度となっております。
業務内容について

Ｑ　支援対象者はどのような方ですか。

Ａ　くらし支援窓口に来所した方のうち、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者」（生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第３条第１項）を対象に、幅広く相談を受け付けます。
　　なお、令和６年度の相談内容は①収入・生活費、②家賃やローンの支払い、③仕事探し・就職に関するものが多くなっています。
Ｑ　面接を行う場所はどこになりますか。

Ａ　各区役所内の面接室等を使用してもらいます。また、支援対象者と関係機関へ同行訪問をしてもらう場合や支援対象者宅へ訪問してもらう場合もあります。
Ｑ　支援の流れはどのようなイメージですか。

Ａ　以下の流れで、支援を実施しています。
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体制について

Ｑ　生活困窮者自立相談支援事業では主任相談支援員を配置することとされていますが、各区では誰が主任相談支援員を担うのですか。

Ａ　主任相談支援員は、区・支所のくらし支援係長が担います。

Ｑ　主任相談支援員と相談支援員兼就労支援員の役割分担はどうなるのですか。

Ａ　主任相談支援員は、相談支援員兼就労支援員へのスーパーバイズ、支援調整会議の開催、困難ケースへの相談支援等を行います。また、相談支援員兼就労支援員は、相談支援全般（アセスメント・プランの作成等）、住居確保給付金の支給に関する受付相談事務、就労支援等を行います。
契約料の請求等について

Ｑ　契約料の支払日はいつですか。

Ａ　契約料の支払いは、派遣事業所からの請求に基づき毎月行います。毎月の事業実績の報告と請求書を受け取ってから30日以内に支払います。









